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船舶事故調査報告書 

 

令和５年１月１１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年３月２９日 １５時２０分ごろ 

発生場所 北海道千歳
ち と せ

市支笏
し こ つ

湖 

 紋別岳
もんべつだけ

二等三角点から真方位２７８°５.４km 付近 

 （概位 北緯４２°４８.１′ 東経１４１°１９.７′） 

事故の概要 カヌー（船名なし）は、遊走中、転覆した。 

カヌー（船名なし）は、漕手
こ ぎ て

２人が、それぞれ落水して死亡した。 

事故調査の経過 令和４年３月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、両名が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

カヌー （船名なし）、重量約２２kg 

 なし、個人 

 約５.０ｍ×約０.９ｍ×約０.４ｍ、アルミパイプ組み立て式布製 

 機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 漕手Ａ ３１歳 

漕手Ｂ ２５歳 

 死傷者等 死亡 ２人（漕手Ａ及び漕手Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

水象：波高 約０.５ｍ、水温 約２.５℃ 

(1) 警報及び注意報の発表状況 

  千歳市には、強風注意報等が発表されていなかった。 

(2) 観測値 

  本事故発生場所から南東方約７km に位置する支笏湖湖畔
はん

の気象

庁地域気象観測システム（アメダス）の３月２９日の観測値 
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 事故の経過 漕手Ａ及び漕手Ｂの２人は、‘支笏湖北側の湖畔に所在するレ  

ジャー施設’（以下「本件施設」という。）付近に到着した後、本艇を

組み立てて湖面に浮かべ、漕手Ａが後部座席に、漕手Ｂが前部座席に

それぞれ着座して遊走を開始した。 

湖畔で風景を楽しんでいた者（以下「目撃者」という。）は、令和

４年３月２９日１４時５５分ごろ本艇が組み立てられる様子を、１５

時１５分ごろ本艇が遊走している姿を、それぞれ目撃していたもの

の、１５時２０分ごろには本艇が転覆し、‘落水した漕手Ａ及び漕手

Ｂ’（以下「両落水者」という。）が揃って湖面でバタバタともがく
．．．

姿を発見した。（図１及び写真１参照） 

 

図１ 本事故発生場所ほか 

 

写真１ 本事故発生場所ほか 

目撃者は、慌
あわ

てて本件施設に駆け寄り、今春の営業再開に向けて準

備（雪かき等）を行っていた本件施設の職員に本事故の発生を連絡し
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た後、１５時２８分ごろ１１０番通報を行った。 

本件施設の職員は、目撃者が指差す方向に両落水者を認め、会議に

出席している本件施設の管理人に連絡するとともに１１９番通報を行

った後、本件施設前の湖畔から数十ｍ先の落水場所を見失わないよう

に監視を続けた。 

本件施設の管理人は、所有する動力船が雪に覆われて出航させるこ

とができないので、辛うじて準備できそうな手漕
こ

ぎボートで救助に向

かうよう職員に指示するとともに、会議に同席していた漁業協同組合

（兼千歳市水難救助隊）の事務局長に本事故の発生を伝え、上架して

いた同組合所属漁船（以下「救助船」という。）を出動させて救助に

向かうこととした。 

本件施設の職員２人は、手漕ぎボートに乗って本事故発生場所に向

けて出航する頃、両落水者が沈み始めたのを目撃するとともに、船長

及び同乗者１人の計２人が乗り込んだ救助船の到来を機に同船に移乗

し、１６時００分ごろ箱めがね等を用いて両落水者の捜索を開始した

ものの、両落水者を見付けることができなかった。 

事故の通報を受けた警察署及び消防本部は、担当官と共に所有艇

（ボート）及びヘリコプタを現地に急行させ、１６時３０分ごろより

救助船と共に、警察署及び消防本部で編成された救助部隊（潜水士を

含む）が両落水者の捜索を始めた。 

本艇は、転覆して船底を水面付近まで沈めた状態で風波により北方

に流され、２本のオール（木製シングルブレードパドル）と共に本事

故発生場所の北北東方の湖岸に漂着し、付近にいた者により回収され

て同湖岸に引き揚げられた。 

両落水者は、１７時３６分ごろ漕手Ａがうつぶせの状態で、１７時

４５分ごろ漕手Ｂが仰向けの状態で、落水したとされる水面付近の湖

底（湖岸から約９０ｍ、水深約６.５ｍ）で、それぞれ発見されて救

助されたものの、共に心肺停止の状態であった。 

両落水者は、待機していた救急車により最寄りの病院に搬送されて

死亡が確認された後、再搬送先の北海道札幌市内の大学の医師が死因

を調べた結果、それぞれ溺水肺等の症状を呈した溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真３ 本事故発生場所 参照） 

 その他の事項 本艇は、１cm 当たりの排水量（ＴＰＣ）が約０.０２トンであり、

艇の自重及び両落水者の体重等から試算して、本事故当時の喫水が１

０cm 未満と推定され、転覆後、艇全体が完全に水没して船底を湖面

に曝
さら

して浮力不足の状態で漂流していた。 

本艇は、輸入艇（米国製組立式カナディアンカヌー）で、フレーム

に直径約１５mm の中空アルミパイプを、外皮に厚さ約１mm のターポ

リン（ポリエステル製の布を軟質の合成樹脂で挟んだビニール素材の

生地）をそれぞれ用いて、艇が形成されていた。 
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本艇は、浮力の増加及び補強の目的で外皮の船底部に厚さ約数 mm

の発泡マットを貼付するとともに、外皮に張りを持たせて艇の舷側部

等の強度を向上させる目的で、両舷の舷側部の外皮内側に三連の  

チューブ状のエアバッグ（直径約１０cm、長さ約５ｍ、両舷で計６

本、以下「本件エアバッグ」という。）が装備されていた。 

本件エアバッグは、本艇の付属品である手動式空気ポンプの使用又

は口で吹管を吹いて各チューブ内部に空気を充填
じゅうてん

する型式であった

ものの、本艇が湖岸に引き揚げられた際、全てのチューブ内に空気が

充填されていなかった。（図２及び写真２参照） 

 

図２ 本件エアバッグの状況（イメージ） 

 

写真２ 湖岸に引揚げ直後の本件エアバッグの状況（イメージ） 

本艇は、両落水者が令和３年１２月中旬に‘インターネットの競売

サイト’（以下「ウェブサイト」という。）等に複数の同型カヌーが

掲載されたうちの一つを購入したものであった。 

両落水者が利用（購入）したウェブサイトでは、本艇の競売中、本

件エアバッグに空気が充填していない状態の写真を掲載されていた

が、別の出展者が掲載した同型カヌーの写真には空気が充填されて正

常に膨らんだ状態のものが使用されていた。 

インターネットのオンライン動画配信サービスでは、本艇と同型の

カヌーを所有する者がカヌーを組み立てる様子を撮影した動画が公開

されており、外皮と共にフレームを組み立てる際、エアバッグを手動

式空気ポンプの使用及び口で吹管を吹いて膨らませていた。 

支笏湖は、日本最北の不凍淡水湖とされ、動力船の航行には許可が

必要であるが、本艇等の非動力船の航行には本件施設付近の湖面を含

めた指定水域であれば、年間を通して許可されている。 

支笏湖は、北東から南西方向に約１２km、北西から南東方向に約５
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km に拡がり、主に南西方向から風が吹き続いた際、湖北部の湖面が

風の継続時間及び吹走距離により予想外に波が高くなる傾向があると

されている。 

支笏湖は、本事故当時、東北地方を東進する大きな勢力を持った高

気圧等の影響により、１１時３０分ごろから最大瞬間風速約５m/s の

突風（主に風向西～南南西）が断続的に吹き、ふだん穏やかな湖面に

波が出始めていた。 

両落水者は、救助された時、それぞれ、通常の冬着（ジャンパー、

パーカー等）と共に、手動膨張式ベルト型救命胴衣（欧州連合加盟国

基準適合製品、国土交通省未認可）を着用していたものの、救命胴衣

が膨張した形跡がなかった。 

両落水者に共通する同僚は、両落水者が日頃カヌーを親しむ趣味が

あると聞いておらず、本事故発生場所を臨む湖畔の例年の残雪状況等

を鑑みると、今回の遊走が本艇購入後初めてであった可能性が高いと

推測した。 

低体温症に関する文献（一般財団法人海技振興センター発行、「船

員の低体温症対策ガイドブック」ほか）によれば、本事故発生当時の

湖面温度で、意識不明に陥るまでの時間が１５分～３０分、予想生存

可能時間が３０分～９０分であり、ゴム製のウエットスーツ等を着用

していれば、有効意識保持時間の倍増が期待できることを表現する図

表の掲載がある。 

（写真４ 本艇（組立前の状態）、写真５ 本件エアバッグの吹管、

写真６ 静寂時の支笏湖の湖面 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

本艇は、支笏湖北岸付近の湖面において最大瞬間風速約５m/s の南

西風が緩急を繰り返す中、両落水者が遊走を始めたものの、艇本体の

自重が非常に軽く、喫水が十分に確保できない構造であったことか

ら、風波を受けて船体が傾斜又は変形するなどした際、船底が湖面上

に暴露して風が入り込み転覆した可能性があると考えられる。 

本件エアバックは、両落水者が遊走を始めた時点で空気が充填され

ていなかったことから、舷側部の強度を十分に確保できず、船体が風

波を受けた際に変形して転覆の一因となった可能性があると考えられ

るが、両落水者が本事故で死亡し、また、本艇の転覆の瞬間を目撃し

た者がいなかったことにより、転覆の状況等を明らかにすることがで

きなかった。 

両落水者は、本艇を購入する際に利用したウェブサイトの掲載写真

が本件エアバッグを膨らませていない状態であったことから、艇の本
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来の姿を知らず、艇の強度を向上させる目的で本件エアバッグを十分

に膨らませる重要性に気付かなかった可能性があると考えられる。 

両落水者の死因は、それぞれ溺水であった。 

両落水者は、極寒の湖面に落水した際、着用していた手動膨張式ベ

ルト型救命胴衣が十分に作動しなかった、又は作動させることができ

なかったことより、それぞれが極めて短時間で意識を失った後に湖底

に沈み、湖水を吸引して溺水状態（窒息）となり、溺死したものと推

定される。 

原因 本事故は、本艇が、支笏湖北岸付近の湖面において最大瞬間風速約

５m/s の南西風が緩急を繰り返す中、両落水者が遊走を始めたもの

の、艇本体の自重が非常に軽く、喫水が十分に確保できない構造であ

ったため、風波を受けて船体が傾斜又は変形するなどした際、船底が

湖面上に暴露して風が入り込み転覆した可能性があると考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・喫水が極めて浅い非動力船の漕手は、船体の風波による影響が大

きくなりやすいので、水面が静寂な時に限り遊走を行うこと。 

・組立式カヌーの所有者は、取扱説明書に従って組み立て方を習熟

し、付属部品の使用方法等が分からない場合は、販売者や製造会

社に確認を行い、その機能等を十分に把握すること。 

・極寒地でカヌー等を用いて遊走や釣りを楽しむ者は、落水に備

え、ドライスーツなどの耐寒服と共に、ある程度の保温効果が期

待できる固型及びチョッキ式等の救命胴衣を着用すること。 

・膨張式救命胴衣を使用する者は、国土交通省が認可した自動膨張

式の物を着用することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

写真３ 本事故発生場所 

 

事故発生場所 

（令和４年３月２９日 

 １５時２０分ごろ発生） 
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写真４ 本艇（組立前の状態） 

 
 

写真５ 本件エアバッグの吹管 写真６ 静寂時の支笏湖湖面 

  

 


